※[ピンクのハイライト]項目へ、必要な情報をご記載ください。

著作物利用許諾書（フィリップスが許諾を受ける）

[著作権者]（以下「甲」という。）は、株式会社フィリップス・ジャパン（以下「乙」という。）に対し、以下の通り著作物の利用を許諾する。

第１条（定義）
本許諾において、次の各語は下記の意味を有する
1. 「本目的」とは、国際医用画像総合展ITEM2027におけるPowerPointの使用をいう。
2. 「本著作物」とは、甲が唯一の著作権者であることを保証する、別紙１に明記される文書及び図面等をいう。本著作物に個人情報（要配慮個人情報を含む）を含む場合は、甲は個人情報の保護に関する法律及び関連規則等※1に定める匿名加工情報※2を作成し乙に提供し、個人情報は提供しないものとする。
※1甲が行政機関、独立行政法人、地方自治体又は地方独立行政法人等個人情報の保護に関する法律が適用されない者に該当する場合は、それぞれ個人情報の保護に関し甲に適用される法令、関連規則又は条例等に読み替えるものとします。
※2　甲が行政機関、独立行政法人、地方自治体又は地方独立行政法人等個人情報の保護に関する法律が適用されない者に該当する場合は、それぞれ個人情報の保護に関し甲に適用される法令、関連規則又は条例等に定める非識別加工情報等、匿名加工情報と同等のものに読み替えるものとします。
3. 「許諾場所」 とは、国際医用画像総合展ITEM2027をいう。
4. 「本許諾期間」とは、第６条規定の期間をいう。

第２条（許諾内容）
甲は、本許諾期間中、本許諾書の規定に従い、本著作物に関し、本目的のために、以下を許諾する（以下、「本許諾」という）。
１．
乙が、本著作物の複製物を、公に、スクリーンやモニタ等の機器に映し出す（上映する）こと。

２．乙が、本条１項の目的のために本著作物を複製すること。
３．乙が、本著作物を変更、切除、その他の改変、翻訳、変形、翻案し、その結果作成された二次的著作物について本条1項及び2項と同様の行為を行うこと。

第３条（著作者人格権）
甲は、本著作物及び第2条３項の二次的著作物に関し、乙に対して著作者人格権を行使しない。

第４条（対価）
甲は、本許諾に基づく一切の対価は無償であることを確認する。

第５条（第三者の知的財産権）
甲は本著作物が第三者の国内外における著作権（肖像権及び著作者人格権を含む）、意匠権及び商標権を侵害していないことを保証する。

第６条（許諾期間）
本許諾の有効期間は許諾日から5年間とする。



２０２6年＿＿＿月＿＿＿日

甲： 氏名をご記載ください


				

別紙１


タイトル：　[文書、図面等のタイトル　例）読まれるAR作成術　第１回（連載）]

概要：　[文書、図面等の概要　例）魅力的なアニュアルレポート作りを制作側の視点から伝える]

著者：　[文書、図面等の著者　例）ARプランナー　丹羽紀美子]

[図面の場合]
イメージ元：　[例）http://www.annualreport2007.philips.com/]
公表イメージ：　[画像挿入]

[リンクの場合]
リンク元：　[例）http://www.healthcare.philips.com/jp/]
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